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令 和 ７ 年 第 １ 回 江 東 区 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録  

 

１ 開会年月日  令和７年１月２４日（金）午前１０時００分 

 

２ 閉会年月日  令和７年１月２４日（金）午前１０時１４分 

 

３ 開 会 場 所       江東区役所 

 

４ 出 席 委 員       本多健一朗（教育長）、安部敏啓（教育長職務代理者）、 

         鈴木清人、淺野美智子、大久保善子 

 

５ 出 席 職 員       青柳教育委員会事務局次長、 

         梅村教育委員会事務局参事 深川図書館長事務取扱、 

         瀧澤庶務課長、西尾学校施設課長（整備担当課長兼務）、 

         佐久間学務課長、金指指導室長（教育センター連絡調整担当課長兼務）、 

         木内教育支援課長（教育センター所長兼務）、大田地域教育課長、 

         吉木江東図書館長 

 

６ 議題 

日程第１ ６陳情第１号 小中学校の学校給食における飲用牛乳の選択制に関する陳情（継） 

 

７ 報告事項 

（１）令和７年度以降の小学校入学式について 

 

８ 審議概要 

本 多 教 育 長  それでは、ただいまより令和７年第１回江東区教育委員会定例会を開

会いたします。 

 本日の会議について傍聴したい旨３名の申し出がありました。江東区

教育委員会傍聴規則により、傍聴を認めますので、事務局は速やかに傍

聴人を入室させてください。 

（傍聴人入室） 

本 多 教 育 長  それでは、本日の会議録署名委員を御指名いたします。安部委員、鈴

木委員にお願いいたします。 

 それでは、審議に入ります。 

 日程第１ ６陳情第１号 小中学校の学校給食における飲用牛乳の選

択制に関する陳情を議題といたします。 

 本件については、前回の委員会におきまして、陳情者に陳情の取扱い

について意向を確認するとのまとめになっておりました。そこで事務局

から連絡いたしましたので、まず、その内容について、事務局より報告

願います。 
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 庶務課長。 

 

瀧 澤 庶 務 課 長  前回の本委員会での審査を受けまして、事務局から陳情者の方に御連

絡をし、委員会における審査状況を説明した上で、陳情の取扱いについ

て意向をお伺いしたところ、給食の牛乳について、各学校で様々に取り

組んでいることは分かったが、継続して議論をしていただくことで、牛

乳の廃棄量が減らせていけたらと思うので、継続して議論をお願いした

いとのことでありました。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  次に、事務局より、本件について説明願います。 

 学務課長。 

 

佐久間学務課長  本件につきましては状況に変化はございません。 

 前回の説明と同様となりますけれども、趣旨１点目の牛乳を飲めない

児童生徒につきましては、医師の診断なしでも個別の対応をとり、牛乳

の購入についても停止しているところでございます。 

 また、２点目、３点目の診断書の提出につきましては、栄養摂取の面

から体質改善を把握する必要がございますので、法やガイドラインに従

い、毎年、保護者に通知の上、提出をお願いしているところでございま

す。 

 説明は以上となります。 

 

本 多 教 育 長  それでは、本案について質疑願います。 

 大久保委員。 

 

大 久 保 委 員  私、娘が小学校に３人通っていて、小学校１年生、２年生、５年生な

んですけど、ちょっと牛乳のことについて給食のことについて聞いてみ

たんですが、先生が無理やり飲みなさいということもなく、１年生にな

ったときに初めて、うちの息子もそうでしたけど、きちんとこの量とい

うのが決められて、前に出されたときに、その牛乳が飲めたときの喜び

もありましたし、残していても、先生、無理やり飲みなさいということ

もないから、そんな特に嫌がっている子はいないよという話も聞きます

し、あと、ストローがなくなって、パックだけになったので、エコの部

分も何か対応しているのかなあと思ったり、あとこどもたちが飲んだや

つを折り曲げて、ちゃんとエコの基礎というんですか、おうちでも学校

ではこうやるんだよと、紙パックやってみせてくれたり、嫌がっている

感じはないし、あと、体の調子が悪くなる子は多分それを一番自分が知

っているし、お母様から、とても言われていると思うので、本人と先生

がとても把握していて、ほかのこどもたちもその子が飲まなくても何も
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言うこともないかなあと、５年生の子も言っていましたので、このまま、

学校の対応、先生の対応はできているのではないかと思います。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  私も同様でして、前回一応ある程度、議論させていただいた内容から

はそんなに外れないんですけども、その後、学校で先生方にちょっと牛

乳のこととか聞いたりもしてみたんですけど、やっぱり一定数、それは

出るには出るんですよね、余りは。でも、うまくみんなで飲んでくれた

りとか、減らす努力をみんなの中でやっている実態は感じました。 

 廃棄という意味では、やっぱり僕が入る前ですけど、教育委員会の皆

さんで、今、大久保委員がおっしゃったようなストローをなくす、それ

に伴って、パックの形、飲み口が変わるように、とんがっていると飲み

づらいから違うパックにするとか、結構努力をそれなりにはしてくださ

っているというのはすごく感じていましたし、その後も、きちんと広げ

て洗って乾かしてという作業までやっているんですよね。 

 そういう取組なんかはまさにＳＤＧｓの一つであって、みんなでやる

というのはとってもいいなというのはすごく感じていることなので、ち

ょっと話が、論点は２つあるかと思うんですけど、なかなか基本的には

これはたしか国で指針があって、これを飲みなさいというものにあてが

われているので、何かに変える、代替するようなものが難しいかなとか、

何かいろいろこう悩ましいところは感じたりなんかしています。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございます。今それぞれ意見が出ましたけど、前回もこど

もたちに対して無理に飲ませていることはないですし、今、学務課長か

らも報告があったように、特段、医師の診断書の提出が義務づけられて

いるわけでは全くないですし、給食も無償化になった中で、そもそも余

計に買ったりとかということはないようにというふうに気を付けている

ところもありますし、安部委員がおっしゃったようにどうしても飲めな

かった子、そのときちょっと体調で飲めなかった子がいたりとか、また、

急に欠席の子がいたりとかということはあるかもしれませんけれども、

無駄に注文しているところはないというところもあるのかなというふう

に思います。 

 ほかいかがでしょうか。 

 鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員  この陳情は、前回も審査をさせていただきましたけれども、本日も改
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めて、学務課長から、その後の江東区の状況、今御説明ありました。 

 私も皆さんと一緒で、この陳情の趣旨は教育委員会としては理解して

いるし、実際各学校でも一生懸命取り組んでいるということが今日も再

び確認できたというふうに私は思っております。 

 陳情者の方からは継続して、もう一度、議論してほしいというお話を

頂いたということでありますけれども、本日の審査内容、前回も同じで

すけれども、陳情者の方には、事務局から再度、御連絡をしていただい

て、今回の委員会での協議状況というのをお伝えして、改めて、陳情者

の御意向を確認していただければいいのではないかなというふうに思い

ます。 

 今日は継続審査ということでよろしいのではないかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございます。今、鈴木委員のほうから継続でということが

ありましたけれども、お諮りさせていただければと思います。 

 お諮りいたします。 

 日程第１につきまして、改めて、今お話がありましたが、陳情者の意

向確認ということを改めてさせていただいて、本日のところは継続審査

といたしたいと存じますけれども、御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、さよう決定いたします。 

 これより、報告事項に入ります。 

 報告事項１ 令和７年度以降の小学校入学式の実施についてを説明願

います。 

 指導室長。 

 

金 指 指 導 室 長  それでは、令和７年度以降の小学校入学式の実施について御報告いた

します。 

 資料１を御覧ください。 

 本件は９月に、小学校、中学校は春休み１日延長、幼稚園については、

２日延長というところで報告をしたところです。今回はそれに伴い、小

学校の入学式に変更がありますので、御報告いたします。 

 一、実施日時についてです。 

 これまで小学校では、始業式と同日の春季休業明け初日に入学式を実

施しておりました。 

 （１）に記載のとおり、令和７年度以降の小学校の入学式については、

始業式の２日後の午後に実施することといたします。 

 次に、（２）です。 

 始業式２日後に実施することで、令和７年度以降の小学校入学式実施

日は、小学校２年生以上の登校日となっておりまして、２年生以上は給



 5 

食終了後に下校をすることといたします。入学式を小学校２年生以上が

下校した後に実施するため、入学式の開式時刻は１４時といたします。

令和７年度につきましては、４月９日の水曜日１４時開式となります。 

 続いて２、備考を御覧ください。 

 中学校の入学式及び幼稚園の入園式の実施時間についてです。 

 令和７年度の中学校入学式は令和７年４月４日火曜日１０時開式、幼

稚園は令和７年４月１０日木曜日１０時開式となります。 

 中学校入学式及び幼稚園の入園式は、どちらも令和６年度までの実施

日程と変更はございません。 

 （２）を御覧ください。 

 令和７年４月９日水曜日小学校の入学式が午後から開会式のため、キ

ッズクラブでは新１年生のみ午前中の受入れを行うことといたします。 

 報告は以上です。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  午後からの入学式は聞いたことがなかったんですけど、過去にそうい

うのがあったりしたのかというのと、特に何か問題になるような懸念さ

れるようなことで何かあったりしますでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  指導室長。 

 

金 指 指 導 室 長  他の区の事例なんですけれども、足立区のほうでは、今、午後の実施

が定着しているというふうに把握しております。 

 懸念事項といたしましては、来年度初めて実施するため、そういった

学校での準備の際にどうなるかとか、参加する側の新１年生が、どのよ

うな態度で臨むかというところで様子は見に行きたいなというふうに思

っております。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 今回、以前、指導室長からも報告ありましたけれども、春季休業日を

少し延ばすということについて皆さんから御議論を頂いたところです。

そもそも、新学期に向けた準備をしっかりできるようにというところと、

あと始業式をちゃんと一人一人のこどもたちにしっかりとスタートさせ

てあげて、一人一人をしっかり担任の先生と向き合わせたいというとこ

ろもあります。 

 今まで小学校は始業式と入学式を同じ日、それも始業式の直後に入学

式ということで、始業式に集めた子たちはクラスが何組だよ、さような



 6 

らみたいな感じで、本当に先生方としっかりと時間をとることができな

かったので、それをしっかりとって、入学式は、中学校は次の日、小学

校は次の次の日、幼稚園はその後というところで、ずれていくというと

ころになります。 

 それによって準備もしっかりとできる、春季休業中に、こどもたちを

集めることもなくても迎えられるとか、様々な利点があります。 

 今、安部委員からあった、また、指導室長からも回答ありましたけど、

午後にやることについての懸念材料は何があるかとか、また、今後そう

いったところについてはしっかりと見ていきながらというふうに思って

います。 

 各小学校には、教育課程を編成するに当たり、午後にあることを想定

した上で、しっかりと準備をするようにという話はしているところです

ので、よりよい形で進められるようにというふうに思っております。 

 また、関係各所にはしっかりとこの日程変更について時程変更につい

ては伝えていきたいなというふうに思っているところであります。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 それでは、本報告を終了いたします。 

 以上で本日の審議が終了いたしましたので、傍聴人の方は事務局の指

示に従って御退出願います。ありがとうございました。 

（傍聴人退出） 

  それでは、以上をもちまして、令和７年第１回江東区教育委員会定例

会を閉会いたします。ありがとうございました。 

  


